
中部発！食のみやこフェスティバル～今年はお店で食フェス～ 

開催概要 
１、目的 
   新型コロナウイルス感染症が終息していない状況であるが、中部地域の農林水産物及

び加工品や農商工連携により開発されたオリジナル商品をはじめ、観光資源等の鳥取県

中部の誇る「うまい、すごい」を主に県内の消費者へ広く認識していただき、地域特産

物及び地場産業の振興を促進する為、鳥取県中部地区内の店舗を対象にスタンプラリー

を開催し、農産物のＰＲ及び地域の活性化を図る 
     
２、主催 
  中部発！食のみやこフェスティバル実行委員会 
 
３、期間 
  令和３年５月８日～６月３０日まで 
     
４、参加資格 
  鳥取県中部管内で主に農産物を販売する直売所及び地元食材を使用した飲食物の販売

を行う店舗のうち、「新型コロナ対策認証事業所」認証店又は「新型コロナウイルス感

染予防対策協賛店」登録店舗 

      
５、企画内容 
  １）ポスター、折込チラシ、フリーペーパー、ラジオ等にてイベントの告知を行う 
    （参加店舗はＨＰに一覧を掲載し、ＳＮＳでの紹介も行う） 
  ２）参加店舗にて買い物・飲食をした方を対象とし、専用葉書に所定のスタンプを押

す。（葉書は参加店舗に事前配布します） 
    ※来店のみは対象外。金額指定なし。１枚の葉書に同じ店舗のスタンプは無効 

３）消費者は、すべてのスタンプがたまったら切手を貼って投函するか、ＳＮＳのメ

ッセージで裏面写真を送信してもらう 
（7/2 の消印又は 7/2 中のメッセージ送信までが有効） 

   ３）７月に実行委員会で抽選会を行い、当選者に商品を発送する 
    （総額 50 万円 100 名当選予定） 
     
６、参加店舗への注意事項 
  １）販売は出展者の責任において行うこととする。 
  ２）スタンプラリーに使用するスタンプ（印鑑）は、事務局より配布したもののみ対

象となりますので、他のスタンプは押さないでください。 
  ３）店頭、店内でのポスター掲示及びＳＮＳ等でのイベントの拡散にご協力ください。 
 
７、事務局 
  鳥取中央農業協同組合 営農企画課内 担当：山口  
  Tel:0858-23-3019  mail: festival@chubuhatsu.info   



参加者 各位 

 「中部発！食のみやこフェスティバル～今年はお店で食フェス～」へ 

参加する際の留意事項 

本留意事項に反する行為が見られた出展者については、次年度の出展をご遠慮いただくことがあります。 

 

１ 参加資格・申込方法 

（１） 参加者は鳥取県中部地区で主に農産物を販売する直売所及び地元食材を使用した飲食物の

販売を行う店舗のうち、「新型コロナ対策認証事業所」認証店又は「新型コロナウイルス

感染予防対策協賛店」登録店舗とする。 

 

（２） 参加希望者は令和３年４月２８日（水）までに市町・市商工会議所・町商工会又は事務局のい

ずれかに申込書を提出すること。（メール festival@chubuhatsu.info でも可、FAX は不鮮明に

なるため不可） 

    第１次募集：4月 5日～4月 16 日 

     ※申込書提出及び参加費入金確認後、HP の掲載をもって参加店舗とします。 

第２次募集：4月 19 日～4月 28 日 

 ※配布するスタンプの作成に２週間程度かかるため、第２次募集での申込店舗は申込書提出

及び参加費入金確認後、スタンプの到着及び HPへの掲載をもって参加店舗とします 

 

（３） 鳥取県暴力団排除条例により、下記のア～イに該当する団体の参加は不可とする。 

  ア 暴力団又はこれに類する反社会的団体（以下、「暴力団等」という。）に所属する者（以下「暴

力団員等」という。） 

  イ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有するもの 

 

２ 参加費・支払方法 

（１） 参加費は 1,000 円（税込）とし、各店舗のスタンプ作成費に充てる 

    （イベント終了後、スタンプの返却は不要） 

    ※スタンプの配布は基本１個ですが、複数を希望する場合は申込書に必要数量を記入するとと

もに、参加費の他、スタンプ１個につき税込み 1,320 円を支払う事 

 

（２） 参加費は下記指定口座に募集期日までに振り込む事（入金確認後スタンプの作成をします） 

 

    振込口座 金融機関名：鳥取中央農業協同組合（7625） 本所（215） 普通口座 

         口 座 番 号：００１２４１２ 

         口 座 名：中部発！食のみやこフェスティバル 実行委員会長 栗原隆政 

                （ﾁｭｳﾌﾞﾊﾂｼﾖｸﾉﾐﾔｺﾌｴｽﾃｲﾊﾞﾙ ｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲﾁｮｳ ｸﾘﾊﾗﾀｶﾏｻ） 

 

   ※振込手数料は各店舗で負担してください。JA鳥取中央各支所からの振込は手数料無料です。 

   ※現金持参による支払いは事務局（JA鳥取中央）のみ可能。但し、必ず事前に電話をすること。

事前連絡がない場合は領収書の準備ができない為受け取りできません。 

    



 

３ 提出書類 

（１） 参加申込書について 
ア フェスティバルオフィシャルサイトにて、参加者情報を掲載するので、必ず様式第１号に必要

事項を記入すること。 
イ 画像については１枚掲載可。希望者は事務局アドレス festival@chubuhatsu.info まで送付する

こと。 
ウ スタンプの印字は常用漢字、ひらがな、カタカナ・アルファベット、数字で８文字までです。 

    はっきりと丁寧に明記してください。 
   

４ その他 

（１）不測の事態の発生により本イベント開催を見合わせることがあります。 

   ※開催見合わせの場合、参加費の返金はいたしませんがスタンプはお渡しします。 

（２）葉書への押印は１枚につき１店舗１回とする。重複したものは無効となるので同じ葉書に２回押 

さないこと 

（３）店内で買い物、飲食等売上が発生した場合にスタンプを押してください。入店のみは対象外です。 

（３）事務局が配布したスタンプ以外を使用しないこと 

（４）Twitter、Instagram、Facebook を利用している店舗は、食フェスアカウントをフォローし、情 

報の拡散に協力ください。 

（５）スタンプラリー開催期間中、期間限定や数量限定でも構いませんので各店舗独自の特典（割引、 

プレゼント）などできるようであれば様式１号に記入の上ご協力ください。 

※食フェスの SNS でも告知します。 

 

 

食フェス Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

食フェス Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

     食フェス Facebook 


